
 1

令和元年度第２回袖ケ浦市総合計画審議会 会議録要旨 

 

１ 開催日時  令和元年８月８日（木） 午後２時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 

会 長 石戸 光 委 員 風呂本 充正 

委 員 上大川 順 委 員 長沼 眞 

委 員 工藤 智子 委 員 関口 幸一 

委 員 山口 修 委 員 三好 祥子 

委 員 川名 善慶 委 員 請井 礼子 

委 員 松井 洋美 委 員 小柳 洋嗣 

委 員 嘉屋﨑 道子   

 

４ 欠席委員      

副会長 豊川 斎赫 委 員 八木 克典 

委 員 江野澤 吉克 委 員 阿子島 祐子 

委 員 久保 秀一 委 員 鈴木 京子 

委 員 中根 幸男   

 

５ 出席職員 

企画財政部長 宮嶋 亮二 企画課副主幹 高品 誠 

企画財政部次長 小島 悟 企画課主査 岡 智彦 

企画課副参事 近藤 英明 企画課主任主事 加藤 皓一 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員  １０人 

傍聴人数   ０人 

 

７ 議 題 

  （１）令和元年度行政評価（事務事業評価・施策評価）について 

（２）袖ケ浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略における平成３０年度数値

目標等の検証について 

（３）平成３０年度地方創生拠点整備交付金事業の検証について 

（４）その他 

 

８ 議 事 
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事務局（高品副主幹） 

本日は、お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

ただ今から、令和元年度第２回袖ケ浦市総合計画審議会を開催いたします。 

現在の出席委員は、１３名でございます。袖ケ浦市総合計画条例第１４条第２

項の規定により、全委員数２０名の過半数の出席がございますので、会議は成立

しています。 

はじめに、資料の確認をさせていただきます。 

  

（配布資料の確認） 

 

次に、会議開催にあたり、宮嶋企画財政部長よりご挨拶申し上げます。 

 

宮嶋企画財政部長 

（あいさつ） 

 

事務局（高品副主幹） 

ありがとうございました。続きまして、会長よりご挨拶をお願いしたいと存じ

ます。石戸会長お願いいたします。 

 

石戸会長 

（あいさつ） 

 

事務局（高品副主幹） 

ありがとうございました。 

それでは、議題に入らせていただきます。ここからの進行は、袖ケ浦市総合計

画条例第１４条第１項の規定に基づき、会長に議長をお願いいたします。 

石戸会長よろしくお願いいたします。 

 

石戸会長 

 それでは、規定に基づき議長を務めさせていただきます。 

 皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

議題に入ります前に会議の公開と傍聴につきまして、事務局から説明をお願

いします。 

 

事務局（高品副主幹） 

 本日の会議は、「袖ケ浦市附属機関等の会議の公開に関する要綱」に規定する

「附属機関等」に属しますので、原則公開することとし、会議録につきましては、

発言者の氏名を記載し、要点筆記により調製のうえホームページ及び市政情報

室で公開いたします。また、同要綱に基づき、本審議会は傍聴することができま
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すので、広報及び市ホームページにて募集したところ、本日の審議会への傍聴の

申し込みはありませんでした。説明は以上となります。 

 

石戸会長 

 これより議題に入ります。 

はじめに、議題１「令和元年度行政評価（事務事業評価・施策評価）について」

を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（小島次長） 

（資料１－１、１－２、１－３に基づき説明） 

 

石戸会長 

ありがとうございました。 

それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

ただ今の説明内容について、ご質問、ご意見がありましたら、ご発言をお願い

します。 

 

小柳委員 

 資料１－２の６頁、第３章保険・医療・福祉についての主な取組みに特定健康

診査等事業・特定保健指導等事業の記載がなく残念である。 

８７頁の一次評価欄にある腎臓病地域連携パスは、平成２９年度から４市の

国民健康保険担当課長、地元医師会で組織したＣＫＤ（慢性腎臓病）予防連携委

員会にて、慢性腎臓病や糖尿病による透析予備軍の重症化を予防するための協

議を行ってきたもので、平成３０年度に連携パスの運用フローを取り決めた。こ

れはすごいことで、袖ケ浦市で言うと年間約２０億円かかっている透析費用を、

これ以上発生しないように抑えようするものである。 

千葉県の中でも４市は透析の導入率が高く、腎臓病地域連携パスは、この改善

に向け、行政と医師会が連携し進めてきた取組みであることから、可能であれば

主な取組みに載せていただければと思う。 

 

事務局（小島次長） 

 地域連携パスについては、腎臓病予防、医療費対策に対して非常に有効な取組

みであると認識しています。これについては、昨年度までに協議が整い、今年度

から具体的な取組みを実施という認識であったため記載していませんでしたが、

主な取組みへの追記について、担当課とも協議し検討します。 

 

川名委員 

 評価について、予算に対するコストの割合、指標の達成度等に応じ、点数化し
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て評価を行ったのか。それとも主観により評価したものなのか。 

 

事務局（小島次長） 

 計画したものに対して取組みがどうであったか、実績がどうであったかを中

心に評価を行いました。ご指摘の通り、点数化して評価する方法もあるかと思い

ますが、行政の取組みの中には、点数化して評価するといった方法に馴染まない

取組みもあることから、こういった評価方法としています。 

 

川名委員 

 評価結果にＡ評価、Ｂ評価が多いが、結果が良かっただけではなく、例えばＣ

評価だったが、もっと予算を投入すれば効果が出たのではないか、この取組みは

効果がないから廃止しようといった今後に活かせる評価が必要なのではないか。 

 

石戸会長 

 ＰＤＣＡサイクルに活用するという中でＫＰＩに基づいてどうなのかという

視点に基づいた意見かと思う。教育分野のように、効果が出るのに時間を要する、

効果が社会に拡散し、なかなか目に見えないといった取組みも行政にはあるこ

とから、全てを絶対評価とするには難しい面もある。ＰＤＣＡサイクルを回して

いくという中で、効果がすぐに出るような取組みと効果が拡散していくような

取組み、それぞれどこをどう捉えるかといった点が重要である。 

 

風呂本委員 

目標を実現するための施策として、どこに重点を置いているか、どこが重点課

題なのかがわからない。目標を実現するためにどこに重点を置いているのかを

示してもらって、例えば、安全の分野であれば活動指標の実績値が高いものであ

っても、成果指標に交通事故０を掲げたのであれば０でなければ達成できてい

ないということである。そういう評価をしないと、判断できないのではないか。 

先ほど、達成できなかった事項や課題は、次期総合計画にて改善していくとあ

ったが、課題の要否を判断し不要なものは削除すべきだと思うし、改善する必要

性があると感じたのであれば評価は相当低いはずである。 

学校評議員をやっているが、学校の不登校児が昨年より少し減り、２０人が１

８人に減ったから良かったということがあったが、数値として１８人でよいは

ずがない。そういう評価をしていただいたうえで、詳しいことは我々に聞かれて

もわからないので、担当部署に確認してもらえればと思う。 

また、そういったところを重点的にわかりやすく説明してもらいたい。 

 

事務局（小島次長） 

 何を目標として、どういう取組みを行ってきたかということについて、事務事

業評価は一つの事務事業について評価を行ったもので、より広い視点、施策毎の
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評価については資料１－３の施策評価表にて示させていただいています。 

施策評価表では、施策の方向性、施策の推進により期待された効果、施策指標

の達成状況について、事業単位ではなく更に広義な施策として達成できた事項、

できなかった事項及び今後の主な課題等を評価したものとなっています。 

 事務事業評価では、計画したことを実行できたかというのが一つの観点で、そ

れにより期待した効果が得られたかどうかについては次の観点でありますので、

評価すること自体に難しいものがあると感じています。 

今回の審議会では、評価について市の考え方は違うのではないかという点が

ありましたら、ご意見を頂戴したいということでお諮りさせていただきました。 

先程、Ａ評価、Ｂ評価ばかりとのご指摘をいただきましたが、令和元年度行政

評価は現行総合計画の最終評価となります。昨年度は事務事業評価でＣ評価と

した事業が４事業ありました。それらは事業効果が上がっていないため事業の

見直しが必要であると評価したものであり、その結果を受け、今年度に事業の見

直しを行ったことで、一定の効果を得たことからＡ評価やＢ評価としたところ

です。総合計画最終年度ということもあり、区切りといった面も含めＡ評価なの

かＢ評価なのかとの判断をさせていただいたところもあります。 

施策評価については、課題等を明らかにしようということで、行政側として考

える今後の課題等を各３８施策それぞれの評価表に記載させていただいたとこ

ろです。 

 

石戸会長 

 資料１－３は、全３８施策について、現状に対して効果等を検証し、評価した

ものとなっており、個々の事業についての評価は資料１－２により示されてい

るとのことですので、ご覧いただければと思います。 

 

関口委員 

 資料１－３の５頁、市民活動施策では、自治会加入率は減少傾向にあることか

ら、Ｂ評価は適当だと思う。１３頁、防災・国民保護施策においても、防災の視

点をどこに置くかについて、年々捉え方が変わる中で、Ｂ評価は適当だと思う。 

 

山口委員 

 評価については指標の取り方、目標値に対する実績値がどうであったかによ

り評価されたものだと理解した方がよい。 

 義務教育施策では、エアコン設置が終わり、トイレの洋式化も進んでいる。調

べ学習コンクールで文部科学大臣賞をいただくなど、それぞれ頑張っている。 

 来年から学習指導要領が変わり、知識詰込型教育ではなく、問題解決型教育と

なり、主体的で対話的に深くといった３つの要素で教育を進めていくこととな

る。また、小学校英語も正式な教科となり、支援教員等人材の確保が重要となる。 

 最後に、生涯学習施策からスポーツ・レクリエーション施策にかけてＢ評価と
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なっているが、公民館等の公共施設の老朽化への対応、古い施設を多機能的に使

用し、地域の拠点となるような方向に持っていってもらいたい。施設の再編成と

いったことも耳にするが、既存施設の機能の見直し、多機能化を促進していって

もらいたい。そういった課題が残っていることからＢ評価は妥当と考える。 

 

事務局（小島次長） 

 公民館等について、先日の総合教育会議でもご意見をいただいており、事務局

としても同様の意見を持って進めていく必要があると考えています。地域の方

が様々な用途で使用できる、公民館を地域の拠点として使用していくといった

ことを考えていきたいと思っていますので、今後ともお力添えをお願いいたし

ます。 

 

請井委員 

 ボランティアについて、ボランティア登録はするが実際に活動する人は少な

く、継続できないといって辞めてしまう人もいる。原因としては、ボランティア

活動の場を個人で自主的に見つけなくてはならず、調整が難しいということに

あるように感じる。また、ボランティアセンターの事業と市の事業が重複してい

るものもあり、連携して事業を行うような工夫はできないか。 

 

事務局（小島次長） 

 市では、市民活動の交流の拠点整備を計画しており、地域での活動をコーディ

ネートするような方を市役所内に配置することを検討しています。 

また、社会福祉協議会内のボランティアセンターとどのように連携していく

か検討していく必要があると感じているところです。他市の事例ではボランテ

ィアセンターと市民活動のコーディネートを同じ場所で行っているところもあ

ることから、そういったところも参考にしながら市民の方々がボランティアや

様々な活動に参加しやすい環境を整えていきたいと考えています。 

 

工藤委員 

 事務事業評価と施策評価の評価区分Ａ～Ｄの内容が異なり、わかりづらい。違

いを認識していないと理解が難しい。施策の達成度に対して事務事業がこうだ

ったと説明したいのか、事務事業によって施策の達成度がこうだったと説明し

たいのかがわからない。事務事業評価では事業を進めていく上でのプロセスの

妥当性を評価しているもので、施策評価については目標の達成度を評価してい

ることから、同じ評価記号であることもあり、わかりづらい。 

また、資料１－１では施策評価、事務事業評価という順序で説明されたにも関

わらず、個別資料では逆の順序で説明されたこともわかりづらい部分かとおも

うので、今後は配慮いただければと思う。 
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事務局（小島次長） 

 資料の構成について、ご指摘のとおり施策評価、事務事業評価という順序とす

ることも考えましたが、平成３０年度、単年度の取組みについて説明した後に、

１０年間の評価という流れで、時間軸に沿って説明したほうがよいと考え、あえ

て事務事業評価を先に説明させていただきました。 

また、事務事業評価と施策評価の評価区分の内容が異なることについて事務

局内でも議論したところであり、ご指摘のとおり、わかりづらいということもあ

りますので、公表の際は修正を検討します。 

 

工藤委員 

 今の順序で説明するのであれば、連続してではなく事務事業評価、施策評価を

区切って説明いただければわかりやすかったのかなと思う。また評価区分の記

号については、大きく変えるのも大変な部分があろうかと思うので、一方を小文

字にする程度でもわかりがよいのではないかと思う。 

 

石戸会長 

他にご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

意見、ご質問はないようなので、質疑を終了します。 

 以上で、議題１「令和元年度行政評価（事務事業評価・施策評価）について」

は終わらせていただきます。 

 

 次に、議題２「袖ケ浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略における平成３０年

度数値目標等の検証について」及び議題３「平成３０年度地方創生拠点整備交付

金事業の検証について」につきましては、関連する内容ですので、一括して議題

といたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（近藤副参事） 

（資料２、資料３に基づき説明） 

 

石戸会長 

ありがとうございました。 

それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

ただ今の説明内容について、ご質問、ご意見がありましたら、ご発言をお願い

します。 

 

風呂本委員 

資料２に平成３０年度待機児童数は０人とあるが、平成３１年４月では１０

０人以上いたと認識している。しかしながら、先ほど国基準では２８名と説明が



 8

あり、前年度は待機児童数０人という中で新たな保育施設を３施設も造る必要

があるのか。待機児童数の数え方は、国と基準が異なるのか。 

 また、自治会の加入率が減少しているが、袖ケ浦駅周辺昭和地区と長浦地区は

非常に低く５０％程度である。根形地区、平川地区の加入率は高いものと認識し

ているが、現実に宅地開発が原因として低下しているのか。人口が８００名程度

増加したところで、率が低下するとは思えない。 

昭和地区、長浦地区はアパートが多いため、加入率は低いと思うが、戸建であ

れば加入率は高いのではと認識している。転出者に関しても、転勤等の理由が多

く、アパート暮らしで、もともと自治会に加入していない方が多いのではないか。

そうならば、数値に影響を与えるほどではないと思うが、この数値は事実なのか。

しっかり精査したものなのか伺いたい。 

 

事務局（近藤副参事） 

待機児童数２８名については、国の基準により算出したものであり、これとは

別に入所待ち児童数という指標があり、これは希望する保育施設に対してのも

のになります。こちらは１００名以上いると聞いています。 

待機児童数は既に、令和元年度のＫＰＩ目標値を超えています。要因として袖

ケ浦駅海側地区や市街化調整区域縁辺部等での宅地開発による子育て世帯の転

入が考えられ、待機児童数の増加や保育ニーズの高まりを受け、早急に保育施設

を整備する必要があることから取組みを進めているところです。 

自治会加入率については、要因として人口の増加により分母が増えているこ

とが考えられます。自治会加入率の算定方法に関して分母の取り方といった議

論もありますが、これまでと同様の方法で算定したところ、減少しているという

結果でした。しかしながら、自治会についての考え方に変わりはなく、多くの方

に自治会に加入していただき、地域に根差した、地域でのまちづくりに参加して

いただくということに変わりはありません。今後、第２期総合戦略にどのように

盛り込んでいくかという点については検討中でありますが、そういった点につ

いて表現できればと考えています。 

 

関口委員 

資料２の２１頁の中段、基本目標２の③就労支援による「働く場」の創出の中

で、企業の人材確保は重要な課題となっていることから、引き続き、人材を求め

る企業と就職希望者のマッチング支援に取り組むとあるが、既にマッチングの

レベルではないのではないか。働き手不足により事業縮小、廃止をしているとこ

ろが出てきており、新しいところが続々とできている中で、本当に開業できるの

だろうかと危ぶんでいるという声も聞いている。働く場が増えていることはよ

いことではあるが、一方で小さい事業所が負けて衰退していくという心配もあ

ることから、マッチングではなく、もっと根本的な働き手を増やす施策が必要な

のではないか。特に本市は東京、神奈川に近く人材を取られてしまっているとい
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う状況もあると思うので今後取組みとして考えていただきたい。 

もう一点、資料３の交付金対象事業により増改築したゆりの里について、障が

い者が生産した農作物を扱ってもらおうとしたところ、競争相手となるとの理

由により出荷を断られた経緯がある。競争という観点ではなく、市内で生産した

ものであり、共存共栄という視点に立って、柔らかい考え方をしていただけると

ありがたい。 

 

事務局（小島次長） 

 ゆりの里の件については担当部署に伝え、確認します。 

 

事務局（近藤副参事） 

資料２については、事務局案として記載させていただいているものであり、ご

指摘のとおり表現を修正します。 

 

石戸会長 

 資料２について、就職希望者のマッチング支援の前に、就職希望者の増加及び

といった形がよいかと思うが、他にご意見ありますでしょうか。 

 

松井委員 

 以前の審議会で引きこもりについての話があったかと思うが、その際には市

内の子どもから大人までの引きこもりについて市は把握していないとのことだ

ったかと思うが、なぜ把握しないのか、把握しないにしても市内の引きこもりの

現状についてどのように考えているか。 

 

事務局（小島次長） 

 今現在も把握は行っておらず、理由についても申し訳ありませんが把握して

いません。義務教育の間の児童生徒の不登校、引きこもりについては学校、教育

委員会にて把握していますが、卒業後については把握していません。 

 

事務局（近藤副参事） 

 児童生徒に対する支援については、総合教育センター等でのこころの相談室

やのぞみ学級等で行っていますが、卒業後の方に対しては行っていません。 

 

事務局（宮嶋部長） 

 引きこもりというと、以前は児童生徒といったところに重点があったかと思

います。そちらについては先ほど説明させていただいたとおり、学校や教育委員

会にて状況把握をしているところです。 

成人の引きこもりについては最近マスコミでもよく取り上げられるようにな

り、社会的な大きな課題であるとの認識が広がりつつあるところです。市の施策
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の中で対応する部門としては福祉部門が考えられますが、具体的な対応には至

っていないというのが現状です。国では中高年の引きこもりについて、焦点を当

てはじめているとのことでありますが、そういった状況を注視しながら市とし

ても対応を検討していく必要があると思いますが、現在、具体的な検討には至っ

ていないというのが状況です。 

 

山口委員 

資料２の１７頁、総合型地域スポーツクラブの会員数について、指標は減少し

ており、平成３０年度のＫＰＩ実績値の中では会員が減少したとの記載がある

中で、今後の方針では触れてられていない。今後の方針の４段落目に会員の増加

に努めるといった内容を追記されたい。１６頁について、各地区社会福祉協議会

ではいきいきサロンを実施している。そういった社会福祉協議会で実施してい

る事業も反映し、評価していただきたい。 

シニアクラブ加入者数や自治会加入率の低下について、一度社会学的見地か

ら検証してもらいたい。例えば、高齢化だけでなく、人と関わりたくない、超個

人主義が進んでいるといった傾向も理由にあると思うので、社会学的な検証を

一度行っていただきたい。 

最後に、資料３のＫＰＩの目標売上額について、実績値が上回っているにも関

わらず上方修正されていないが、この数値は直せないのか。また、確認であるが、

ゆりの里全体の売上額が平成３０年度では５４８，５３６千円とあるが、これか

ら生産者実績売上額３８０，２２５千円を差し引いた額が指定管理者仕入分と

理解してよいか。 

 

事務局（近藤副参事） 

資料３のＫＰＩについては、交付金の関係から当初目標を変えることはでき

ません。また、ゆりの里全体の売上額から生産者実績売上額を差し引いたものが

指定管理者仕入分との認識で間違いありません。 

 

事務局（小島次長） 

 資料２の１６頁については、高齢者のいきいきサロンについては社会福祉協

議会にて担っていただいているものでありますが、市から依頼して行っていた

だいている事業でもあり、いきいき百歳体操と同様にいきいきサロンについて

も今後の方針に追記します。また、１７頁についても、最後の段落を会員数の増

加を図りながら、スポーツ・レクリエーションの振興に努めますといった表現に

修正します。 

 シニアクラブ加入者数や自治会加入率の低下について、社会学的見地からの

検証をということについては、ご指摘のとおり周りと関わりたくないという理

由もあると考えています。シニアクラブについては、高齢となっても色々な活動

ができる場、活動の多様化といった面もあり、一行政機関としてどこまで分析が



 11

できるかという面もあるかと思いますが今後検討させていただきます。 

 

川名委員 

 資料２の２１頁は審議会の意見としての事務局作成案か。 

先ほど就労支援について意見があったが、企業が人材不足で困っているとい

うのは私も実感している。対策について更なる企業努力をするのか、あるいは行

政がどういったことができるのかについては、また別の議論かと思う。 

総合戦略に係る基本目標では、活き活きと働くことができるまち袖ケ浦とあ

る中で、基本的方向の③就労支援による「働く場」の創出、具体的な施策として

企業と就労希望者のマッチング支援とある。 

総合戦略は人にスポットを当てた、人の側に立ったものであったかと思うが、

この文章では雇用情勢の改善もあり、企業の人材確保は重要な課題となってい

るとあり企業側の視点となっていないか。もともとの戦略の目標や方針とずれ

ているような気がする。 

 

事務局（小島次長） 

 ご指摘のとおり、人の側ではなく、企業側の立場での記載となっているかと思

いますので、市民の雇用が促進されるよう、働きやすい社会になるようにといっ

た観点から、内容及び雇用を創出するための支援策を充実する必要があります

といった表現に修正します。 

 

三好委員 

 同じ頁の基本目標１の①結婚・出産の支援で取組みの推進によりＫＰＩ実績

値は概ね順調に推移しているとあるが、産科医院が市内にない状況であること

から、誘致に取り組んでいくという記載をしていただきたい。 

また、資料３でアイス売場が設置されたということで、内容も非常に充実した

かと思うが、値段が上がってしまい、市民が買いづらくなってしまった。アイス

に限っての売り上げについて把握されていれば教えていただきたい。 

 

事務局（近藤副参事） 

 アイス売り場について、これまで店内での販売だったものを屋外に売り場を

設けたことで、これまでの売り上げが７００万円ほどだったものが、昨年度８９

０万円となりました。 

 結婚出産支援については、審議会の意見という中で、産婦人科等の誘致を含め

た支援、施策の展開について、今後の新たな課題、対応について検討されたいと

いった表現を追記させていただきます。 

 

工藤委員 

 この審議会の意見という中で、資料３の作り方に違和感がある。資料３は交付
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金事業の評価の資料かと思うが、その最終的な評価が５．ＫＰＩの検証となって

いる。何のために作った資料なのかわからない。事業の評価であれば、事業の評

価を書くべきなのではないか。最後にＫＰＩの評価と出てくるのはおかしいの

ではないか。 

 

事務局（近藤副参事） 

 交付金の交付要綱に、ＫＰＩを含めた事業の検証が必要ということで、要綱に

従い作成したものです。 

 

工藤委員 

 この資料は国の指定様式に従ったものなのか。 

 

事務局（近藤副参事） 

 指定様式はなく、国への報告の中で検証の事実を示すために作成したもので

す。 

 

工藤委員 

 そうであるならば、最後のまとめとしては、全てのＫＰＩ実績値が順調に推移

しており、目標値を達成しているといった表現にされたほうがよいのではない

か。一部最終目標値を達成していますとの表現は日本語としてわからない。 

 また、その上に３．実績値の評価とあるが評価と検証の違いがわからない。評

価の方では重要業績評価指標とあるが検証の方ではＫＰＩとなっており統一さ

れていない。その辺を見直しされたい。 

 

事務局（小島次長） 

 ５．ＫＰＩの検証は、正しくは外部有識者の検証であり、市として評価、今後

の方針を示した中で、外部の皆様からご意見をいただくといった流れとなって

います。 

 

工藤委員 

 そうであるならば、タイトルを変更した方がよい。 

 

事務局（小島次長） 

 修正させていただきます。 

 

川名委員 

 資料２と資料３は別物か。違いがわからない。 

 

事務局（小島次長） 



 13

 別物であり、資料３については国の交付金を使用して整備したことについて、

５年間は整備効果のとりまとめを行い、外部の皆様から今後の方針等について

意見を貰いなさいというものになっています。国には、ＫＰＩの状況についての

みを報告します。しかしながら、国の交付要綱により、交付金使用後、５年間は

効果の検証を要することから、外部の審議会に状況を報告し、今後の取組みにつ

いて意見を貰うこととなっています。 

 資料２は市が作った地方版総合戦略について、毎年度評価、ＫＰＩの検証を行

い、外部の審議会の意見を伺ったうえで、議会や市民に公表するものとなってい

ます。 

 

川名委員 

 資料３の裏面を見ると、ゆりの里の増改築を行ったことにより、６次産業化や

新規就農者の増加につながったと読み取れるがそういった認識でよいか。 

 

事務局（小島次長） 

 ゆりの里の改修による販路の拡大など副次的な効果を見込んでおりました。

それに伴い６次産業化の取組みや新規就農者数の増加について、平成２７年度

に５年後の目標、計画を立て、取組みを進めてきたところです。 

 

工藤委員 

 他の委員さんもそうかと思うが審議会として何を求められているかがわから

ないのではないか。何を審議してもらいたいのかが５．ＫＰＩの検証に当たると

いう認識でよいか。 

 

事務局（小島次長） 

 その通りです。行政側として示したＫＰＩの状況、その実績値の評価及び今後

の方針を受けて、審議会の皆様にそれらについてどうあるべきか意見を頂戴し

たいということです。 

 

工藤委員 

 それは、どうあるべきかについてなのか、実績に対する意見なのかどちらを求

めているのか。 

 

事務局（小島次長） 

 ＫＰＩの状況についてと今後の取組みについて、両方の意見を頂戴したいと

考えています。 

 

工藤委員 

 そうであるならば、タイトルを修正するとともに、日本語の表現を見直してい
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ただきたい。 

先ほどの、ゆりの里への出荷を断られてしまったことについても審議会から

の意見となると思う。共存共栄とまではいかなくとも多種多様な人たちが参加

できるような事業としていくというような表現を加えてはいかがか。 

 

山口委員 

 ゆりの里の出荷の件については、ゆりの里自体の本質的な話であり、交付金を

受けたからということではないのではないか。これは交付事業に対する評価で

あり、分けて考えたほうが良い。別のところで解決すべきことであると考える。 

 また、ＫＰＩの検証とあるが（案）と記載すればよいのではないか。なんの記

載もないから誤解してしまう。 

 

事務局（小島次長） 

 修正させていただきます。 

 

石戸会長 

 修正については、次の機会に諮るということになるか。 

 

事務局（小島次長） 

 至急修正し、郵送にて修正案を送付させていただきます。ご意見等ありました

ら恐縮ですが、事務局にご連絡をお願いいたします。 

 

石戸会長 

それでは、修正に当たっては、郵送をもって委員の皆様にご確認いただくこと

とさせていただきます。 

以上で、議題２、議題３を終了とさせていただきます。 

 

次に議題４「その他」について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（近藤副参事） 

 （当日配布の袖ケ浦市総合計画基本構想（案）に係る総合計画審議会委員から

の意見についてに基づき説明） 

 

石戸会長 

ありがとうございました。 

ただ今の説明内容について、ご質問、ご意見がありましたら、ご発言をお願い

します。 

ご質問、ご意見はないようですので、引き続き、その他ということで委員の皆

様から何かありましたらお願いいたします。 
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特にないということでよろしいでしょうか。 

それでは、議題４を終了とさせていただきます。 

 

以上で、本日予定された議題は全て終了しました。ご協力ありがとうございま

した。進行を事務局に戻します。 

 

事務局（高品副主幹） 

石戸会長ありがとうございました。 

最後に事務連絡を申し上げます。次回の総合計画審議会は、年度当初にお示し

したスケジュールでは９月６日を予定していましたが、９月６日には開催せず、

現在調整を図っているところです。改めて、日程について書面にて通知させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、長時間に渡りご審議いただきありがとうございました。 

以上をもちまして、令和元年度第２回袖ケ浦市総合計画審議会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。 
 

  （ 閉 会 午後４時１５分 ） 



令和元年度第２回袖ケ浦市総合計画審議会 

次 第 

 

日 時 ：令和元年８月８日（木） 

午後２時から 

場 所 ： 袖ケ浦市役所 旧館３階大会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 部長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４  議 題 

（１）令和元年度行政評価（事務事業評価・施策評価）について 

（２）袖ケ浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略における 

平成３０年度数値目標等の検証について 

（３）平成３０年度地方創生拠点整備交付金事業の検証について 

（４）その他 

 

５ 閉 会 



令和元年度行政評価について 

１ 行政評価とは 
行政評価とは、行政活動をチェックする仕組みのことです。総合計画で位置

付けられた施策項目を対象として、プロセスの妥当性や成果、目標達成度など

を評価します。 
市民の市政に対する理解を促進することや効果的・効率的な行政運営を実現

することを目的に実施しています。 

２ 評価の種類 
行政評価の種類は、施策評価と事務事業評価の２種類で実施します。 
①施策評価 

施策評価では、総合計画で位置付けられた施策項目を対象として、プロ

セスの妥当性や成果、目標達成度を評価します。第３期実施計画期間満了

後の令和元年度に実施します。 
②事務事業評価 

事務事業評価では、事前評価と事後評価に分けて評価を行います。 
事前評価は、実施計画策定時に、主な事務事業を対象として必要性や

有効性などの観点から実施計画事業として採択するのか判断するために

行います。第３期実施計画策定にあたり平成２７年度に行っています。 
一方、事後評価では、実施計画事業に採択された事業について、投入

したコスト及び設定した指標に対する達成度などの観点から、当該事業

における今後の実施の方向性について、毎年度、評価を実施します。 
令和元年度に行う評価は、第３期実施計画登載事務事業全１６５事業

を対象とした、事務事業評価の事後評価となります。 

３ 評価方法 
各施策及び事務事業に対し、事業担当課で一次評価を行います。袖ケ浦市

行政評価委員会にて第二次評価を行い、政策会議にて各施策及び事務事業に

対する市の方針について協議し、最終決定をします。 
市長の諮問機関である袖ケ浦市総合計画審議会からの意見を受け、必要に

応じて修正を行い、確定します。 

４ スケジュール 
  ８月 ８日（木） 総合計画審議会 

８月２３日（金） 議会全員協議会 

８月２４日（土） 市ホームページ公開 

資料１-１ 
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